
1 

令和８年度小竹町学童保育所入所児童募集要領 

 

 

小竹町学童保育所は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び

及び生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図ることを目的としています。 

つきましては、入所を希望される方は、入所申請書（提出書類）を提出してください。 

なお、現在学童保育所へ入所されている児童につきましても、自動継続はできませんの

で再度申請をしてください。 

 

 

１ 保育所名及び保育場所 

保育所名 保育場所 対象校区 定員 

小竹学童保育所Ａ 
小竹町大字勝野 3519番地 3

（小竹みらい小学校敷地内） 
旧 南小学校区  40人 

小竹学童保育所Ｂ 
小竹町大字勝野 3540番地 

（小竹みらい小学校舎内） 
旧 西・北小学校区  30人 

※土曜日は利用者数により１か所（保育所Ａ）で合同保育となる場合があります。 

 

２ 入所できる児童 

   小竹みらい小学校に在学している１年生から 6 年生の児童で、放課後、児童が家に

帰っても保護する人がいない家庭であること。又は、保護する人がいても何らかの理

由で保育することができない児童 

  ※入所の決定については、小学校１年生から４年生の児童を優先します。 

  ※入所希望者が定員を超えた場合には、抽選で入所児童を決定いたします。 

 

 

３ 入所期間  令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで 

        ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する日、８月１３日か

ら８月１５日まで及び１２月２９日から１月３日まではお休みです。 

        ※自然災害（台風等）やインフルエンザ感染症等で、学校が休校になっ

た場合についてもお休みです。 

 

 

４ 利用時間等 放課後から午後７時まで 

        ただし、土曜日及び長期学校休業日（夏休み等）は、午前７時３０分か

ら午後７時まで 

 

 

５ 指導内容  遊び及び集団活動を通じての生活指導を行います。 
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６ 費用負担（月額） 

  

区  分 保育料（１人目） 保育料（２人目以降） 

一 般 世 帯 4,000円 2,000円 

ひとり親世帯・非課税世帯 2,000円 1,000円 

生活保護世帯 1,500円 1,000円 

 ※上記金額におやつ代、保護者会費と年間傷害保険料 800 円が必要です。おやつ代、保

護者会費については、各学童の保護者会へお尋ねください。 

 ※生活保護を受給されている方は、収入認定の際に、就労収入から学童保育所の保育 

料が必要経費として控除されます。詳しくは福祉事務所の地区担当員にお尋ねくだ 

さい。 

 

 

７ 入所の手続き及び提出書類 

    入所の手続きは、保護者が次の書類を提出するものとします。 

① 学童保育所入所申請書兼児童台帳（様式第１号） 

② 就労証明書 

③ 承諾書 

 

※提出書類は、社会福祉協議会、各学童保育所及び役場健康こども課窓口に準備してい

ます。 

  

 

８ 受付期間及び提出先 

    令和８年１月５日（月）から令和８年２月１３日（金）までに、上記提出書類を社

会福祉協議会、小竹町役場健康こども課（土・日・祝日を除く午前８時３０分から午

後５時１５分まで。役場は毎週木曜日のみ午後 7 時まで受け付け可能）又は、各学童

保育所（学童保育所は午後１時から午後７時まで）へ提出してください。 

 

 

９ 短期入所 

    長期学校休業日（夏休み）に伴う短期入所の受け入れについては、６月以降、定員

の範囲内で別途募集します。 

 

 

10 問い合わせ先 

   小竹町社会福祉協議会（担当：福本） 

    住 所：鞍手郡小竹町大字勝野３３６２番地 

    電 話：０９４９－６２－２０２８ 


